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標記について、別添の令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定
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耐I種征紙を他用Lていま舗一く衆議院

文警番号 衆 /差 第”’身■号 保存期間
30年 10年 5年

3年 1年 l年末

接 受 令和 年 月 日 施 行 令和 年 月 日

起 案 令和 3年 Iユ月 夏日 発 送 令和 年 月 日
決 裁 令和 3年 1塾月 3日 完 結



令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定(臨時)における口述審査について（案）

1 目的

国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程（以下「実施規程」という。 ）第22条に基づき

国会議員から政策担当秘書選考採用審査認定の申請があった者について、実施規程第18条に定

める口述の方法による審査（以下「口述審査」という。 ）を行い、政策担当秘書として採用す

るにふさわしいかどうかを審査する。

2 日II寺及び場所

令和3年Ⅲ‘日(木)嬢篝蕊蕊
庶務部議員課研修室（別紙1参照）

篝議騨『
､

方法

(1) |ｺ述審査は、口述審査員2名で描成する口述審査班によ.って行うこととする。口述審査員

は、群査認定委員長が審査認定委員、専iﾖI損及び衆議院事務局の職員の1|薊から委堀する（別

紙2参照） 。

(2) IzI述辮査は、 4の評定の基準及び方法に基づいて行う。

(3)審査対象者に対する質問等の発言は主として主任鮮査員が行い｛陪席涛査員は、必要があ

る場合、口述の内容について質問することができる。

(4) 口述審査班の主任審査員は、当該口述審査班の審査の結果を議員課長に提出し、議員課長

はそれを審査認定委員会に報告する。
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4評定の基準及び方法
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[参考］

○審査員発言例

○質問例

別紙5

別紙6
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(別紙2）

口述審査員

４
分
一
Ｊ

主任審査員
対

Jdン

竜』

■
、
ｑ

Ｂ
ｆ
Ｊ
坪缶JF

陪席審査員

《 －了4ロユ毎 一一一

1

I

《



(別紙3）

1 口述審査対象者

国家試験合格者

税理士・司法書士

博士の学位取得者

名
名
名
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行
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場所2

《
衆議院第一議員会館地~ドー階議員課研修室

審査時間3

鍵蕊蕊；
’ 鱸鶏灘鍵議議12月16日 （木）
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(別紙5）

政策担当秘書選考採用審査（口述審査）審査員発言例
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(別紙6）

政策担当秘書選考採用審査（口述審査）の際の質問例
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